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○公正証書作成について

○申込から融資金送金までの流れ

お申込み 

実地調査 

審 査 

                                         契約用書類発送 
  ＜契約に際し必要な手続＞ 

   ①保証人予定者への財産・収支等の情報提供 

   ②保証人予定者ご本人が公証役場で保証意思宣明公正証書 

  を作成   （作成手数料1万1千円＋謄本実費代1千円程度） 

ご契約 
   （保証意思宣明公正証書作成日から１か月以内） 

融資金送金 


